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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ光源を用いたエッジライト型の照明装置
において、導光板の熱膨張にかかわらず発光効率を高く
維持できるようにする。
【解決手段】導光板２の側方には、該導光板２の側面２
ｃの法線方向±ｎに移動できるようにＬＥＤ光源３を配
置し、該ＬＥＤ光源３の背面側には摺動部材７を摺動自
在に配置し、該摺動部材７の背面側であってフレーム部
材４の内部には圧縮されたバネ部材８を配置しておく。
これにより、ＬＥＤ光源３は導光板２の側面２ｃに常に
付勢された状態となるので、導光板２の熱膨張にかかわ
らず発光効率を高く維持することができる。また、バネ
部材８は図示のような簡単な構成であるため、コイルス
プリング等を用いる場合に比べてコンパクト化できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性材料で構成された導光板と、該導光板の側面のうちの少なくとも一部の側面に対
向するように配置されて該導光板内に照明光を出射するＬＥＤ光源と、前記導光板の少な
くとも一部及び前記ＬＥＤ光源の少なくとも一部を囲繞するように配置されてそれらを収
納するフレーム部材と、を備えた照明装置において、
　前記導光板の側面のうち、前記光源が対向するように配置される側面を「光源対向側面
」とした場合に、
　前記フレーム部材は、前記光源対向側面の法線方向に前記ＬＥＤ光源を移動可能に収納
する収納空間部を、該法線方向と略平行な方向に延設されてなる一対の壁部の間に有し、
　前記ＬＥＤ光源の一側であって、前記導光板が配置された側（以下、「光源正面側」と
する）と反対の側には、前記フレーム部材の前記一対の壁部にそれぞれ当接される摺動面
を有する摺動部材が前記法線方向に沿って摺動自在に配置され、
　該摺動部材と前記フレーム部材との間には、前記摺動部材に当接される第１端部と、前
記フレーム部材に当接される第２端部と、これらの端部の間の部分であって前記光源対向
側面に対して傾斜するように配置されると共に板バネにより構成された傾斜部と、からな
るバネ部材が圧縮された状態で配置された、
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ光源における光源正面側の面は、前記光源対向側面と密着可能な略平面部分
を有する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記バネ部材の第１端部と前記摺動部材とは、該摺動部材の摺動位置にかかわらず前記
傾斜部の傾斜角が略一定に保持されるように係合されてなる、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記摺動部材は、一端が支持されて他端が突出するように片持ち梁状に構成された板状
部を有し、
　前記バネ部材の前記第１端部は、該板状部を挟持する形状である、
　ことを特徴とする請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記摺動部材と前記ＬＥＤ光源とは、少なくとも３点で接触してなる、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記フレーム部材及び前記摺動部材は熱伝導に優れた材料にて構成され、
　前記摺動部材と前記ＬＥＤ光源とは面で接触するように構成された、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　略矩形状の面を有すると共に該略矩形状の面から照明光を出射するように構成された光
源ユニットと、該略矩形状の面を有する光源ユニットにおける略平行な２つの端縁をそれ
ぞれ囲繞するように配置された一対のフレーム部材と、を備えた照明装置において、
　該一対のフレーム部材は、前記照明装置における前記照明光を出射する側とは反対の側
にて、その開口部がそれぞれ対向すると共に前記フレーム部材の長手方向に沿うように形
成された溝部をそれぞれ有し、
　前記一対のフレーム部材には、その両端部がそれぞれの溝部に摺動可能にはめ込まれた
状態でブリッジフレーム部が掛け渡され、
　前記それぞれの溝部を構成する壁部であって、前記開口部から最も離れた位置で該開口
部に対向するように配置された壁部を「溝部奥壁」とした場合に、
　前記ブリッジフレーム部のそれぞれの端部は、前記溝部奥壁以外の部分に当接されるこ
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とに基づき該ブリッジフレーム部の前記溝部内への所定量以上の侵入を阻止して前記溝部
奥壁との間に所定寸法の隙間が確保されるようにする第１突起部と、前記フレーム部材の
一部に当接されて該溝部からの抜けを阻止する第２突起部と、を有する、
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項８】
　前記フレーム部材の部分であって、前記溝部の開口部を規定する縁部を「開口縁部」と
し、該開口縁部と前記溝部奥壁との間に配置される壁部を「溝部側壁」とした場合に、前
記開口縁部は、前記溝部側壁よりも突出して形成され、
　該開口縁部の表面であって他方のフレーム部材に対向する側の表面を「開口縁部の外側
面」とし、該開口縁部の表面であって自身の溝部奥壁に対向する側の表面を「開口縁部の
内側面」とした場合に、前記第１突起部は、前記開口縁部の外側面に当接される位置に形
成されて前記ブリッジフレーム部の該溝部内への所定量以上の侵入を阻止し、前記第２突
起部は、前記開口縁部の内側面に当接される位置に形成されて前記ブリッジフレーム部の
該溝部からの抜けを阻止する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、白熱灯や蛍光灯に代わり、省エネ特性に優れたＬＥＤが注目されており、該ＬＥ
Ｄを用いた照明装置の構造についても種々の提案がなされている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　図７は、エッジライト型の照明装置の従来構成の一例を示す断面図であり、符号２０２
は、透光性材料で構成された導光板を示し、符号２０３は、該導光板２０２の側面に対向
するように配置されて該導光板内に照明光Ｌ１を出射するＬＥＤ光源を示し、該ＬＥＤ光
源２０３から前記導光板２０２内に出射された光Ｌ１は該導光板２０２の正面から出射さ
れるように構成されている（符号Ｌ２参照）。このようなエッジライト型の照明装置は、
ＬＥＤ光源２０３を導光板２０２の背面側にではなく側面側に配置しているので、薄型に
できるという特徴を有しており、天井や壁面等に設置して使用されるようになっている。
【０００４】
　一方、従来、蛍光灯や白熱灯やＬＥＤを使った照明装置についても種々の構造のものが
提案されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
　図８は、そのような照明装置の従来構造の一例を示す斜視図であり、符号３０１は、略
矩形状の面を有すると共に該略矩形状の面から照明光Ｌ２を出射するように構成された光
源ユニットを示し、符号３０２は、該光源ユニット３０１の背面に配置されたフレーム部
材を示し、符号３０３は、該照明装置を天井に吊すための吊り下げパイプを示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１７７０７７号公報
【特許文献２】特開２０１０－１２９４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図７に示すエッジライト型の照明装置においては、ＬＥＤ光源２０３はフレーム部材２
０４に固定された構造であるため、導光板２０２がＬＥＤ光源２０３の発熱により膨張し
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た場合には該ＬＥＤ光源２０３が該フレーム部材２０４に押し付けられてしまうおそれが
あった。このような構成の照明装置は、液晶テレビや液晶モニターのバックライトとして
も使用されてはいるが、バックライトではなく本来の照明装置として使用する場合にはＬ
ＥＤ光源２０３の光量が多くなって発熱量も多くなるので、前記導光板２０２の膨張には
特に注意する必要があった。
【０００８】
　一方、図８に示す照明装置の場合、フレーム部材３０２は吊り下げパイプ３０３を取り
付けるために必要ではあるが、該フレーム部材３０２が光源ユニット３０１の背面全面に
配置されているので、その分、照明装置が重くなってしまうという問題があった。また、
軽量化のため、光源ユニット３０１の背面全面にではなく一部のみにフレーム部材を配置
した場合には前記吊り下げパイプ３０３の取り付け位置は該フレーム部材が配置されてい
る位置に限定され、該吊り下げパイプ３０３の取り付け位置を自由に変更することができ
ないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上述の問題を解消するためになされたもので、その目的は、ＬＥＤ光源を用
いたエッジライト型の照明装置において、導光板の熱膨張にかかわらず発光効率を高く維
持のできる照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した本発明の目的を達成するために、本発明は、透光性材料で構成された導光板と
、該導光板の側面のうちの少なくとも一部の側面に対向するように配置されて該導光板内
に照明光を出射するＬＥＤ光源と、前記導光板の少なくとも一部及び前記ＬＥＤ光源の少
なくとも一部を囲繞するように配置されてそれらを収納するフレーム部材と、を備えた照
明装置において、前記導光板の側面のうち、前記光源が対向するように配置される側面を
「光源対向側面」とした場合に、前記フレーム部材は、前記光源対向側面の法線方向に前
記ＬＥＤ光源を移動可能に収納する収納空間部を、該法線方向と略平行な方向に延設され
てなる一対の壁部の間に有し、前記ＬＥＤ光源の一側であって、前記導光板が配置された
側（以下、「光源正面側」とする）と反対の側には、前記フレーム部材の前記一対の壁部
にそれぞれ当接される摺動面を有する摺動部材が前記該法線方向に沿って摺動自在に配置
され、該摺動部材と前記フレーム部材との間には、前記摺動部材に当接される第１端部と
、前記フレーム部材に当接される第２端部と、これらの端部の間の部分であって前記光源
対向側面に対して傾斜するように配置されると共に板バネにより構成された傾斜部と、か
らなるバネ部材が圧縮された状態で配置されたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明において、前記ＬＥＤ光源における光源正面側の面は、前記光源対向側面
と密着可能な略平面部分を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明において、前記バネ部材の第１端部と前記摺動部材とは、該摺動部材の摺
動位置にかかわらず前記傾斜部の傾斜角が略一定に保持されるように係合されてなること
を特徴とする。
【００１３】
　また、本発明において、前記摺動部材は、一端が支持されて他端が突出するように片持
ち梁状に構成された板状部を有し、前記バネ部材の前記第１端部は、該板状部を挟持する
形状であることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明において、前記摺動部材と前記ＬＥＤ光源とは、少なくとも３点で接触し
てなることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明において、前記フレーム部材及び前記摺動部材は熱伝導に優れた材料にて
構成され、前記摺動部材と前記ＬＥＤ光源とは面で接触するように構成されたことを特徴
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とする。
【００１６】
　さらに、上述した本発明の目的を達成するために、本発明は、略矩形状の面を有すると
共に該略矩形状の面から照明光を出射するように構成された光源ユニットと、該略矩形状
の面を有する光源ユニットにおける略平行な２つの端縁をそれぞれ囲繞するように配置さ
れた一対のフレーム部材と、を備えた照明装置において、
　該一対のフレーム部材は、前記照明装置における前記照明光を出射する側とは反対の側
にて、その開口部がそれぞれ対向すると共に前記フレーム部材の長手方向（紙面垂直方向
）に沿うように形成された溝部をそれぞれ有し、前記一対のフレーム部材には、その両端
部がそれぞれの溝部に摺動可能にはめ込まれた状態でブリッジフレーム部が掛け渡され、
前記それぞれの溝部を構成する壁部であって、前記開口部から最も離れた位置で該開口部
に対向するように配置された壁部を「溝部奥壁」とした場合に、前記ブリッジフレーム部
のそれぞれの端部は、前記溝部奥壁以外の部分に当接されることに基づき該ブリッジフレ
ーム部の前記溝部内への所定量以上の侵入を阻止して前記溝部奥壁との間に所定寸法の隙
間が確保されるようにする第１突起部と、前記フレーム部材の一部に当接されて該溝部か
らの抜けを阻止する第２突起部と、を有することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明において、前記フレーム部材の部分であって、前記溝部の開口部を規定す
る縁部を「開口縁部」とし、該開口縁部と前記溝部奥壁との間に配置される壁部を「溝部
側壁」とした場合に、前記開口縁部は、前記溝部側壁よりも突出して形成され、該開口縁
部の表面であって他方のフレーム部材に対向する側の表面を「開口縁部の外側面」とし、
該開口縁部の表面であって自身の溝部奥壁に対向する側の表面を「開口縁部の内側面」と
した場合に、前記第１突起部は、前記開口縁部の外側面に当接される位置に形成されて前
記ブリッジフレーム部の該溝部内への所定量以上の侵入を阻止し、前記第２突起部は、前
記開口縁部の内側面に当接される位置に形成されて前記ブリッジフレーム部の該溝部から
の抜けを阻止することを特徴とする。
【００１８】
　なお、括弧内の番号などは、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、従
って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の照明装置によれば、前記導光板の側方に配置されたＬＥＤ光源は前記フレーム
部材に固定されずに前記法線方向に移動可能に配置されているので、該ＬＥＤ光源の熱に
より前記導光板が前記法線方向に膨張したとしても、該ＬＥＤ光源が前記フレーム部材と
の間に押し付けられてしまうというおそれを回避することができる。また、前記ＬＥＤ光
源は前記バネ部材によって前記光源対向側面に付勢されるように構成されているので、該
ＬＥＤ光源と該光源対向側面とが密着することとなり、該ＬＥＤ光源から出射された光が
効率良く前記導光板に導かれて発光効率を高めることができる。さらに、該バネ部材は、
前記光源対向側面に対して傾斜するように配置された傾斜部によって付勢力を生じさせる
という構造であるため、該バネ部材の長さ（つまり、前記法線方向に沿った長さ）を他の
スプリング（例えば、コイルスプリング）よりも短くでき、前記フレーム部材の寸法（つ
まり、前記法線方向に沿った方向の寸法）を小さくでき、照明装置の美観を向上させるこ
とができる。またさらに、前記摺動部材は、前記一対の壁部にそれぞれ当接される摺動面
を有していて、該壁部と摺動面とがそれぞれ接触した状態で摺動するので、該摺動部材は
、前記法線方向に沿って平行移動することとなる。したがって、前記バネ部材が上述のよ
うな簡単な構造のものでありながら、前記法線方向と平行な方向に前記ＬＥＤ光源を付勢
することができ、前記導光板が熱膨張したとしても前記ＬＥＤ光源が傾いたりすることを
低減して、発光効率を高く維持することができる。
【００２０】
　また、本発明の照明装置によれば、前記ＬＥＤ光源と前記光源対向側面とが面接触する
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こととなり、発光効率をさらに高めることができる。
【００２１】
　また、本発明の照明装置によれば、前記摺動部材の摺動位置にかかわらず前記傾斜部の
傾斜角が略一定に保持されるように係合できる。
【００２２】
　また、本発明の照明装置によれば、前記バネ部材の第１端部により前記板状部を挟み込
むという簡単な作業により両部材を接続することができるばかりでなく、前記摺動部材の
摺動位置にかかわらず前記傾斜部の傾斜角が略一定に保持されるように係合できる。
【００２３】
　また、本発明の照明装置によれば、前記ＬＥＤ光源は前記摺動部材と共に前記法線方向
に平行移動することとなり、前記導光板が熱膨張したとしても前記ＬＥＤ光源が傾いたり
することを低減して、発光効率を高く維持することができる。
【００２４】
　また、本発明の照明装置によれば、前記ＬＥＤ光源の熱を前記摺動部材から前記フレー
ム部材に効率良く伝えることができ、放熱効果を高めて該ＬＥＤ光源の寿命を向上させる
ことができる。
【００２５】
　さらに、本発明の照明装置によれば、前記ブリッジフレーム部により前記一対のフレー
ム部材を連結することができ、前記光源ユニットの背面全面にフレーム部材を設けなくて
も一部に前記ブリッジフレーム部を取り付けるだけで照明装置の剛性を確保することがで
きる。また、前記光源ユニットの背面全面にフレーム部材を設ける必要が無いので、その
分、軽量化を図ることができる。さらに、前記ブリッジフレーム部は溝部に沿って前記フ
レーム部材の長手方向に摺動可能に連結されており、該ブリッジフレーム部の位置を変え
ることができる。したがって、該ブリッジフレーム部に吊り下げパイプのような部材を取
り付けたとしても、天井の取り付け位置に応じて該ブリッジフレーム部の位置も自由に変
更できる。またさらに、前記ブリッジフレーム部の前記溝部内への所定量以上の侵入を阻
止して前記溝部奥壁との間に所定寸法の隙間が確保されるように構成されているため、該
隙間に電線を配置することで該隙間を前記光源ユニットの配線のための空間として利用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１(a) は、本発明に係る照明装置の構造の一例を示す断面図であり、同図(b) 
は、ＬＥＤ光源の支持構造等を示す拡大断面図である。
【図２】図２は、ＬＥＤ光源の支持構造等を示す分解断面図である。
【図３】図３は、ＬＥＤ光源の構成の一例を示す斜視図である。
【図４】図４は、摺動部材の摺動面の形状の一例を示す斜視図である。
【図５】図５(a) は、本発明に係る照明装置の構造の一例を示す断面図であり、同図(b) 
は、ブリッジフレーム部の係合状態等の一例を示す拡大断面図である。
【図６】図６は、フレーム部材及びブリッジフレーム部の拡大断面図である。
【図７】図７は、エッジライト型の照明装置の従来構成の一例を示す断面図である。
【図８】図８は、照明装置の従来構造の一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図１乃至図６に沿って、本発明の実施の形態について説明する。
【００２８】
　本発明に係る照明装置は、図１(a) (b) に符号１で例示するようなエッジライト型の照
明装置であって、
・　アクリルやポリカーボネート等の透光性材料で構成された導光板２と、
・　該導光板２の側面のうちの少なくとも一部の側面（図２の符号２ｃ参照）に対向する
ように配置されて該導光板２内に照明光Ｌ１を出射するＬＥＤ光源３と、
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・　該導光板２の少なくとも一部（つまり、前記側面２ｃを含む端縁部分）と、該ＬＥＤ
光源３の少なくとも一部とを囲繞するように配置されてそれらを収納するフレーム部材４
と、
を備えており、該ＬＥＤ光源３から前記導光板２内に出射された光Ｌ１は該導光板２の正
面（図２の符号２ａ参照）から出射されるように構成されている（符号Ｌ２参照）。なお
、本明細書においては、前記導光板２に関しては、光が出射される側の面（図２の符号２
ａ参照）を“正面”と称することとし、該正面と反対側の面２ｂを“背面”と称すること
とし、正面及び背面に略直交する面２ｃを“側面”と称することとし、該導光板２の側面
のうち前記光源３が対向するように配置される側面（該光源３が対向するように配置され
ている側面の一部分ではなく、その側面の全体）を“光源対向側面”と称することとする
。また、前記ＬＥＤ光源３に関しては、光が出射される側の面（図２の符号３ａ参照）を
“正面”と称することとし、該正面と反対側の面３ｂを“背面”と称することとし、正面
及び背面に略直交する面３ｃ，３ｄを“側面”と称することとする。
【００２９】
　また、前記ＬＥＤ光源３としては、図３に示すように、１枚の基板３Ａに複数の発光素
子３Ｂを接続したものとしても良い。因みに、本発明者らが試作した照明装置では、５ｍ
ｍ角程度の発光素子３Ｂを長さ６０ｃｍの基板３Ａに１００個近く取り付けて用いた。
【００３０】
　また、前記フレーム部材４は、図１(b) 及び図２に詳示するように、前記ＬＥＤ光源３
が前記光源対向側面２ｃの法線方向±ｎに移動可能に収納される空間部（以下、“収納空
間部”とする）４ｓを有している。そして、該収納空間部４ｓを形成する一対の壁部４ａ
，４ｂ（つまり、前記フレーム部材４の壁部であって、前記ＬＥＤ光源３の２つの側面３
ｃ，３ｄに対向する側の２つの壁部４ａ，４ｂ）は、前記法線方向±ｎと略平行な方向に
それぞれ延設されている。さらに、該収納空間部４ｓの内部であって前記ＬＥＤ光源３の
背面側（つまり、前記ＬＥＤ光源３の一側であって、前記導光板２が配置された側（「光
源正面側」とする）と反対の側）には、摺動部材７が前記法線方向±ｎに沿って摺動自在
となるように配置されている。そして、該摺動部材７は、前記一対の壁部４ａ，４ｂにそ
れぞれ当接される摺動面７ａ，７ｂを有していて、該壁部４ａ，４ｂと摺動面７ａ，７ｂ
とがそれぞれ接触した状態で摺動するように構成されている。ここで、本発明の範囲が狭
く限定的に解釈されないように補足すると、前記摺動面７ａ，７ｂは、前記壁部４ａ，４
ｂと面接触していて摺動自在な状態である必要があるが、これらの摺動面７ａ，７ｂ及び
壁部４ａ，４ｂは必ずしも平面である必要は無い。理論的には、例えば、摺動面７ａ，７
ｂ及び壁部４ａ，４ｂは、図４に示すような波板状であっても、摺動面７ａ，７ｂの突条
部が壁部４ａ，４ｂの溝部にはまり込んだ状態となれば、摺動部材７は摺動自在であって
壁部４ａ，４ｂと面接触を確保できるが、そのような態様も本発明の範囲に含めるものと
する。
【００３１】
　なお、図２に示す構成では、前記摺動部材７は前記ＬＥＤ光源３と切離自在となるよう
に別体の部材で構成されているが、もちろんこれに限られるものではなく、これらの摺動
部材７とＬＥＤ光源３とが一体的に形成されていても良い。つまり、発光素子３Ｂと、基
板３Ａと、該基板３Ａに固設された摺動部材７とが、一体的にユニット化されていても良
い。
【００３２】
　一方、前記ＬＥＤ光源３の背面側（符号３ｂで示す側）であって、前記摺動部材７と前
記フレーム部材４との間には、圧縮された状態のバネ部材８が配置されていて、該バネ部
材８は、前記摺動部材７を介して前記ＬＥＤ光源３を前記導光板２に付勢するように構成
されている。そして、このバネ部材８は、
・　前記摺動部材７に当接される第１端部８ａと、
・　前記フレーム部材４に当接される第２端部８ｃと、
・　これらの端部８ａ，８ｂの間の部分であって板バネにより構成された部分８ｂ（以下
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、「傾斜部」とする）と、
により構成されている。該傾斜部８ｂは、前記光源対向側面２ｃに対して傾斜するように
配置されており、自身の撓みによって前記摺動部材７及び前記ＬＥＤ光源３を前記導光板
２に付勢するようになっている。ところで、上述の摺動部材７やバネ部材８は、前記フレ
ーム部材４の全長に渡って連続的に配置しておく必要はない。例えば、２ｃｍの長さで断
続的に複数配置するようにしても良い。
【００３３】
　ところで、前記導光板２は、正面２ａ及び背面２ｂの形状を略矩形状としても矩形以外
の形状としても良い。また、前記ＬＥＤ光源３は、前記導光板２の全ての側面に対向させ
て配置しておく必要はなく、少なくとも側面の一部に対向させて配置していれば足りる。
例えば、該導光板２における正面２ａ及び背面２ｂの形状を略矩形状とした場合、前記Ｌ
ＥＤ光源３は、
・　４つの側面の内の１つの側面に対向させて配置しても、
・　４つの側面の内の２つの側面に対向させて配置しても、
・　４つの側面の内の３つの側面に対向させて配置しても、
・　４つの側面の内の４つの側面に対向させて配置しても、
いずれでも良い。さらに、該導光板２の正面側には公知の拡散板を配置すると共に、該導
光板２の背面側には公知の反射板を配置すると良い。また、該拡散板は、アクリルやポリ
カーボネートにて形成すると良い。
【００３４】
　さらに、前記フレーム部材４は、前記導光板２の全ての端縁を囲繞するように配置する
ことが好ましいが、一部の端縁のみを囲繞する態様のものを本発明の範囲から除外するも
のではない。また、図１(a) に示す照明装置１では、左端部と右端部とにそれぞれフレー
ム部材４，４が配置されているが、これらのフレーム部材４，４が連結されていても、連
結されていなくても良い。
【００３５】
　本発明によれば、前記導光板２の側方に配置されたＬＥＤ光源３は前記フレーム部材４
に固定されずに前記法線方向±ｎに移動可能に配置されているので、該ＬＥＤ光源３の熱
により前記導光板２が前記法線方向±ｎに膨張したとしても、該ＬＥＤ光源３が前記フレ
ーム部材４との間に押し付けられてしまうというおそれを回避することができる。また、
本発明によれば、前記ＬＥＤ光源３は前記バネ部材８によって前記光源対向側面２ｃに付
勢されるように構成されているので、該ＬＥＤ光源３と該光源対向側面２ｃとが密着する
こととなり、該ＬＥＤ光源３から出射された光が効率良く前記導光板２に導かれて発光効
率を高めることができる。さらに、該バネ部材８は、前記光源対向側面２ｃに対して傾斜
するように配置された傾斜部８ｂによって付勢力を生じさせるという構造であるため、該
バネ部材８の長さ（つまり、前記法線方向±ｎに沿った長さ）を他のスプリング（例えば
、コイルスプリング）よりも短くでき、前記フレーム部材４の寸法（つまり、前記法線方
向±ｎに沿った方向の寸法）を小さくでき、照明装置の美観を向上させることができる。
またさらに、本発明によれば、前記摺動部材７は、前記一対の壁部４ａ，４ｂにそれぞれ
当接される摺動面７ａ，７ｂを有していて、該壁部４ａ，４ｂと摺動面７ａ，７ｂとがそ
れぞれ接触した状態で摺動するので、該摺動部材７は、前記法線方向±ｎに沿って平行移
動することとなる。したがって、前記バネ部材８が上述のような簡単な構造のものであり
ながら、前記法線方向±ｎと平行な方向に前記ＬＥＤ光源３を付勢することができ、前記
導光板２が熱膨張したとしても前記ＬＥＤ光源３が傾いたりすることを低減して、発光効
率を高く維持することができる。
【００３６】
　上述の効果は、前記ＬＥＤ光源３における、光が出射される側の面３ａを平面としても
曲面としても得ることができるが、該面３ａが、前記光源対向側面２ｃと密着可能な略平
面部分を有するようにすると良い。そのようにした場合には、該ＬＥＤ光源３と該光源対
向側面２ｃとが面接触することとなり、発光効率をさらに高めることができる。
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【００３７】
　また、前記バネ部材８の第１端部８ａと前記摺動部材７とは、該摺動部材７の摺動位置
にかかわらず前記傾斜部８ｂの傾斜角θが略一定に保持されるように係合されるようにす
ると良い。具体的には、図２に詳示するように、前記摺動部材７には、一端が支持されて
他端が突出するように片持ち梁状に構成された板状部７ｃを設けておき、前記バネ部材８
の第１端部８ａは、該板状部７ｃを挟持する形状にすると良い。そのようにした場合には
、前記バネ部材８の第１端部８ａにより前記板状部７ｃを挟み込むという簡単な作業によ
り両部材８，７を接続することができるばかりでなく、該摺動部材７の摺動位置にかかわ
らず前記傾斜部８ｂの傾斜角θが略一定に保持されるように係合できる。
【００３８】
　ところで、前記摺動部材７を前記ＬＥＤ光源３と切離自在となるように別体の部材で構
成した場合、それらの摺動部材７とＬＥＤ光源３とは、少なくとも３点で接触するように
すると良い。そのようにした場合には、該ＬＥＤ光源３は前記摺動部材７と共に前記法線
方向±ｎに平行移動することとなり、前記導光板２が熱膨張したとしても前記ＬＥＤ光源
３が傾いたりすることを低減して、発光効率を高く維持することができる。
【００３９】
　一方、前記フレーム部材４及び前記摺動部材７を熱伝導に優れた材料（好ましくは、ア
ルミニウム等の金属材料）にて構成すると共に、前記摺動部材７と前記ＬＥＤ光源３とは
、上述のような点接触ではなく面で接触するように構成すると良い。そのようにした場合
には、該ＬＥＤ光源３の熱を該摺動部材７から前記フレーム部材４に効率良く伝えること
ができ、放熱効果を高めて該ＬＥＤ光源３の寿命を向上させることができる。
【００４０】
　ところで、前記導光板２は、前記ＬＥＤ光源３が発する熱によって前記法線方向±ｎ及
び厚さ方向±ｍに膨張することとなるが、前記フレーム部材４は、該法線方向±ｎの所定
量の膨張を許容するように、該導光板２を該法線方向±ｎに摺動可能な状態で支持してい
る必要がある。例えば、図２に示すフレーム部材４には、前記導光板２の正面２ａ及び背
面２ｂにそれぞれ当接する一対の導光板支持部４ｃ，４ｃが形成されているが、該導光板
支持部４ｃ，４ｃにより、前記導光板２は前記法線方向±ｎに摺動自在に支持されて該法
線方向±ｎに沿った膨張及び収縮が許容されると共に、前記導光板２は厚さ方向±ｍの位
置決めがされることとなる。
【００４１】
　ところで、図２に示すバネ部材８の第２端部８ｃは、図１に示すように、前記フレーム
部材４に直接的に当接されているが、もちろんこれに限られるものではなく、何らかの部
材を介して前記フレーム部材４に間接的に当接されたものを本発明の範囲から除外するも
のではない。
【００４２】
　また、上述のバネ部材８は、前記第１端部８ａ、前記第２端部８ｃ及び傾斜部８ｂの全
体が板バネにて構成されている必要はなく、少なくとも前記傾斜部８ｂが板バネにて構成
されていれば足りる。
【００４３】
　一方、本発明に係る照明装置は、図５に符号１０１で例示するものであって
・　略矩形状の面を有すると共に該略矩形状の面から照明光Ｌ２を出射するように構成さ
れた光源ユニット１０２と、
・　該略矩形状の面を有する光源ユニット１０２における略平行な２つの端縁をそれぞれ
囲繞するように配置された一対のフレーム部材４と、
を備えている。また、前記一対のフレーム部材４は、前記照明装置１０１における前記照
明光Ｌ２を出射する側とは反対の側（図示上側）にて、その開口部（図６の符号Ａ参照）
がそれぞれ対向すると共に前記フレーム部材４の長手方向（紙面垂直方向）に沿うように
形成された溝部４ｄをそれぞれ有しており、前記一対のフレーム部材４には、その両端部
がそれぞれの溝部４ｄに摺動可能にはめ込まれた状態でブリッジフレーム部９が掛け渡さ
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れている。そして、前記ブリッジフレーム部９のそれぞれの端部は、
・　前記溝部奥壁４ｅ（前記それぞれの溝部４ｄを構成する壁部であって、前記開口部Ａ
から最も離れた位置で該開口部Ａに対向するように配置された壁部の意。以下、同じ。）
以外の部分に当接されることに基づき該ブリッジフレーム部９の前記溝部４ｄ内への所定
量以上の侵入を阻止して前記溝部奥壁４ｅとの間に所定寸法の隙間（図５の符号４ｊ参照
）が確保されるようにする第１突起部９ａと、
・　前記フレーム部材４の一部に当接されて該溝部４ｄからの抜けを阻止する第２突起部
９ｂと、
を有している。なお、図１乃至４に示した部分と同一の部分は同一符号を付して、重複説
明を省略する。
【００４４】
　一方、図６に詳示するように、前記フレーム部材４の部分であって、前記溝部４ｄの開
口部Ａを規定する縁部（符号４ｆ参照）を「開口縁部」とし、該開口縁部４ｆと前記溝部
奥壁４ｅとの間に配置される壁部（符号４ｇ参照）を「溝部側壁」とした場合に、前記開
口縁部４ｆは、前記溝部側壁４ｇよりも突出して形成されている。
【００４５】
　また、該開口縁部４ｆの表面であって他方のフレーム部材４に対向する側の表面（図６
に符号４ｈで示す面）を「開口縁部の外側面」とし、該開口縁部４ｆの表面であって自身
の溝部奥壁４ｅに対向する側の表面（図６に符号４ｉで示す面）を「開口縁部の内側面」
とした場合に、前記第１突起部９ａは、前記開口縁部４ｆの外側面に当接される位置に形
成されて前記ブリッジフレーム部９の該溝部４ｄ内への所定量以上の侵入を阻止し、前記
第２突起部９ｂは、前記開口縁部４ｆの内側面に当接される位置に形成されて前記ブリッ
ジフレーム部９の該溝部４ｄからの抜けを阻止するように構成されている。
【００４６】
　本発明によれば、前記ブリッジフレーム部９により前記一対のフレーム部材４，４を連
結することができ、前記光源ユニット１０２の背面全面にフレーム部材を設けなくても一
部に前記ブリッジフレーム部９を取り付けるだけで照明装置１０１の剛性を確保すること
ができる。また、前記光源ユニット１０２の背面全面にフレーム部材を設ける必要が無い
ので、その分、軽量化を図ることができる。さらに、前記ブリッジフレーム部９は溝部４
ｄに沿って前記フレーム部材４の長手方向に摺動可能に連結されており、該ブリッジフレ
ーム部９の位置を変えることができる。したがって、該ブリッジフレーム部９に図８に示
す吊り下げパイプ３０３のような部材を取り付けたとしても、天井の取り付け位置に応じ
て該ブリッジフレーム部９の位置も自由に変更できる。またさらに、本発明によれば、前
記ブリッジフレーム部９の前記溝部４ｄ内への所定量以上の侵入を阻止して前記溝部奥壁
４ｅとの間に所定寸法の隙間４ｊが確保されるように構成されているため、該隙間４ｊに
電線（図５(b) の符号１０参照）を配置することで該隙間４ｊを前記光源ユニット１０２
の配線のための空間として利用することができる。
【００４７】
　本発明において、前記一対のフレーム部材４に掛け渡されるブリッジフレーム部９は１
つの部品で構成しても良いが、図５(a) に示すように、ブリッジフレーム部９を符号９Ａ
，９Ａ，９Ｂで示す３つの部材によって構成し、２つの部材９Ａ，９Ａがジョイント部材
９Ｂにねじ留めされて一体化されるように構成すると良い。そのようにした場合には、ね
じ留めによって前記２つの部材９Ａ，９Ａが前記フレーム部材４，４の溝部４ｄに対して
傾き、前記第１突起部９ａ及び前記第２突起部９ｂと該溝部４ｄとの係合が強固になって
、該ブリッジフレーム部９が該溝部４ｄから抜けにくくなるようにすると良い。
【符号の説明】
【００４８】
　　１　　　　　　　　照明装置
　　２　　　　　　　　導光板
　　２ｃ　　　　　　　導光板の側面
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　　３　　　　　　　　ＬＥＤ光源
　　３ａ　　　　　　　ＬＥＤ光源における光源正面側の面
　　４　　　　　　　　フレーム部材
　　４ａ，４ｂ　　　　壁部
　　４ｄ　　　　　　　溝部
　　４ｅ　　　　　　　溝部奥壁
　　４ｆ　　　　　　　開口縁部
　　４ｇ　　　　　　　溝部側壁
　　４ｈ　　　　　　　開口縁部の外側面
　　４ｉ　　　　　　　開口縁部の内側面
　　４ｓ　　　　　　　収納空間部
　　７　　　　　　　　摺動部材
　　７ａ，７ｂ　　　　摺動面
　　７ｃ　　　　　　　板状部
　　８　　　　　　　　バネ部材
　　８ａ　　　　　　　第１端部
　　８ｂ　　　　　　　傾斜部
　　８ｃ　　　　　　　第２端部
　　９　　　　　　　　ブリッジフレーム部
　　９ａ　　　　　　　第１突起部
　　９ｂ　　　　　　　第２突起部
　　１０１　　　　　　照明装置
　　１０２　　　　　　光源ユニット
　　Ａ　　　　　　　　開口部
　　Ｌ１　　　　　　　照明光
　　±ｎ　　　　　　　光源対向側面の法線方向
　　θ　　　　　　　　傾斜部の傾斜角
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